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今
期
定
例
会
に
お
き
ま
し

て
、
当
委
員
会
が
付
託
を
受

け
た
条
例
案
件
5
件
と
請
願

1
件
の
審
査
を
行
う
た
め
、

3
月
4
日
に
総
務
常
任
委
員

会
を
開
催
し
、
審
査
を
行
い

ま
し
た
。

　

条
例
案
件
は
、
①
高
島
市

税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
案　

②
高
島
市
地
域
福

祉
基
金
条
例
を
廃
止
す
る
条

例
案　

③
高
島
市
病
院
建
設

準
備
基
金
条
例
を
廃
止
す
る

条
例
案　

④
高
島
市
非
常
勤

の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
案　

⑤
高
島
市

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
案
の
計
5
件
で
あ
り
ま
し

た
。

　

主
な
内
容
に
つ
い
て
は
、

税
条
例
の
一
部
改
正
は
、
地

方
税
法
の
改
正
に
伴
う
、
賦

課
決
定
に
係
る
不
利
益
処
分

等
に
関
す
る
処
分
理
由
を
示

す
よ
う
改
正
す
る
も
の
で
あ

り
、
基
金
条
例
を
廃
止
す
る

条
例
案
は
、
陽
光
の
里
な
ど

福
祉
施
設
の
改
修
事
業
や
高

島
市
民
病
院
の
建
設
事
業
負

担
金
に
基
金
充
当
を
行
い
、

そ
の
残
額
が
な
く
な
る
こ

と
、
ま
た
、
新
た
な
基
金
造

成
の
目
的
も
な
い
こ
と
か
ら

廃
止
す
る
も
の
で
、
そ
れ
ぞ

れ
改
正
・
廃
止
す
る
条
例
の

内
容
等
に
つ
い
て
審
査
を
し

た
結
果
、
こ
れ
ら
付
託
の
5

議
案
は
い
ず
れ
も
全
員
賛
成

で
「
可
決
す
べ
き
も
の
」
と

決
定
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
付
託
を
受
け
た
請

願
『
米
軍
関
係
者
に
よ
る
事

件
・
事
故
に
お
け
る
第
1
次

裁
判
権
放
棄
の
「
密
約
」
の

破
棄
お
よ
び
「
日
米
地
位
協

定
」
の
見
直
し
を
日
本
政
府

に
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
の

請
願
』
に
つ
い
て
は
、
賛
成

少
数
で
「
不
採
択
と
す
べ
き

も
の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

総
務
常
任
委
員
会

委
員
長　

廣
本　

昌
久

高
島
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

ほ
か
４
議
案
と
請
願
１
件
の
審
査

　

今
期
定
例
会
に
お
い
て
当

委
員
会
が
付
託
を
受
け
た
議

決
案
件
１
件
と
条
例
案
件
３

件
の
審
査
を
行
う
た
め
、
3

月
6
日
に
委
員
会
を
開
催

し
、
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
議
第
３
号
「
平
成

24
年
度
高
島
市
水
道
事
業
会

計
資
本
剰
余
金
の
処
分
に
つ

い
て
」
は
、
国
の
地
方
分
権

改
革
に
よ
り
、
地
方
公
営
企

業
法
の
一
部
改
正
が
行
わ

れ
、
企
業
会
計
に
係
る
資
本

剰
余
金
の
処
分
が
議
会
の
議

決
に
よ
り
可
能
と
な
っ
た
こ

と
か
ら
議
案
提
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
減
価
償
却
の
考

え
方
等
の
質
疑
を
経
て
採
決

の
結
果
、
全
員
賛
成
で
「
可

決
す
べ
き
も
の
」
と
決
定
し

ま
し
た
。

　

次
に
、
条
例
案
件
の
議
第

20
号
「
高
島
市
農
林
業
集
落

排
水
処
理
施
設
の
設
置
お
よ

び
管
理
に
関
す
る
条
例
案
に

つ
い
て
」
は
、
今
津
町
・
北

仰
地
区
の
農
業
集
落
排
水
処

理
施
設
を
公
共
下
水
道
に
接

続
す
る
た
め
の
条
例
の
一
部

改
正
で
あ
り
、
接
続
後
の
処

理
施
設
の
活
用
等
に
つ
い
て

の
質
疑
を
経
て
採
決
の
結

果
、
全
員
賛
成
で
「
可
決
す

べ
き
も
の
」
と
決
定
し
ま
し

た
。

　

議
第
21
号
「
高
島
市
営
住 

宅
等
の
設
置
お
よ

び
管
理
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
案
に

つ
い
て
」
は
、
国

の
地
方
分
権
改
革

に
よ
る
公
営
住
宅 

法
の
一
部
改
正
に

よ
り
、
こ
れ
ま
で 

国
が
一
律
に
定
め 

て
い
た
入
居
基
準

を
地
域
の
実
情
に

合
わ
せ
て
、
市
の 

条
例
を
定
め
る
た 

め
の
改
正
で
あ

り
、
入
居
率
等
の

質
疑
を
経
て
採
決
の
結
果
、

全
員
賛
成
で
「
可
決
す
べ
き

も
の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

　

議
第
22
号
「
高
島
市
営
住

宅
の
整
備
基
準
に
関
す
る
条

例
案
に
つ
い
て
」
は
、
議
第

21
号
と
同
様
に
、
国
の
地
方

分
権
改
革
に
よ
る
公
営
住
宅

法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
公

営
住
宅
の
整
備
基
準
を
条
例

で
制
定
す
る
も
の
で
あ
り
、

全
般
的
に
は
国
の
基
準
を
参

酌
す
る
も
の
で
、
採
決
の
結

果
、
全
員
賛
成
で
「
可
決
す

べ
き
も
の
」
と
決
定
し
ま
し

た
。

産
業
建
設
常
任
委
員
会

委
員
長　

宮
内　

英
明

付
託
さ
れ
た
４
議
案
を
審
査

人
口
減
少
と
少
子
高
齢
化

に
伴
う
対
策
に
つ
い
て

 

少
子
化
対
策
の
現
状
と

今
後
の
取
り
組
み
は
。

 

市　

長

　

こ
れ
ま
で
未
就
学
児
の
医

療
費
無
料
化
、
保
育
料
の
軽

減
等
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

今
後
は
安
心
し
て
子
育
て
が

出
来
る
よ
う
に
、
中
学
生
ま

で
の
医
療
費
無
料
化
等
に
も

取
り
組
み
た
い
と
考
え
ま

す
。 

若
者
定
住
促
進
対
策
の

現
状
と
今
後
の
取
り
組
み

は
。 

若
者
定
住
促
進
条
例
を

制
定
し
、
様
々
な
施
策
を
展

開
し
て
き
ま
し
た
。
今
後
は

全
庁
挙
げ
た
取
り
組
み
が
必

要
と
考
え
、
組
織
の
設
置
に

向
け
速
や
か
に
検
討
し
た
い

と
考
え
ま
す
。

 

当
市
の
人
口
は
8
年
で

３
、６
０
０
人
ほ
ど
減
少
し

て
い
る
。
今
後
10
年
を
見
た

場
合
、
ど
の
よ
う
な
対
策
が

必
要
か
。

 

安
心
し
て
住
み
続
け
、

働
き
続
け
ら
れ
る
よ
う
、

個
々
の
対
処
療
法
的
な
施
策

で
な
く
、
総
合
的
な
施
策
の

展
開
が
必
要
と
考
え
ま
す
。

サ
ッ
カ
ー
場
問
題
に
つ
い

て 

既
に
2
．９
ha
の
用
地
取

得
が
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後

の
維
持
管
理
や
活
用
方
法
の

考
え
は
。

 

周
辺
農
地
に
影
響
が
出

な
い
よ
う
適
正
管
理
に
努
め

ま
す
。
今
後
の
活
用
等
に
つ

い
て
は
、
各
種
意
見
を
聞
き

な
が
ら
、
対
応
を
検
討
し
ま

す
。庁

舎
問
題
に
つ
い
て

 

今
津
町
今
津
の
南
浜
地

先
の
新
庁
舎
建
設
地
予
定
地 

は
Ｕ
Ｐ
Ｚ
の
範
囲
に
近
い
の

で
最
適
地
で
は
無
い
と
の
事

で
す
が
、最
適
地
は
ど
こ
か
。

 

最
適
地
の
定
義
は
難
し

い
で
す
が
、
後
年
度
の
財
政

負
担
を
考
え
る
と
、
現
庁
舎

の
利
活
用
が
必
要
と
考
え
ま

す
。 

そ
も
そ
も
Ｕ
Ｐ
Ｚ
圏
内

に
居
住
さ
れ
る
皆
様
に
大
変

心
無
い
発
言
と
受
け
止
め
る

が
。 

Ｕ
Ｐ
Ｚ
圏
内
に
お
住
い

の
皆
様
の
不
安
を
少
し
で
も

解
消
し
、
事
故
発
生
時
の
リ

ス
ク
を
減
ら
す
対
応
が
必
要

と
の
思
い
で
す
。

 

マ
キ
ノ
地
域
の
原
発
事

故
へ
の
不
安
解
消
が
第
一
と 

い
う
こ
と
で
す
が
具
体
策

は
。 

立
地
自
治
体
並
み
の
地

域
防
災
計
画
を
策
定
し
周
知

を
図
り
、
不
安
解
消
に
努
め

た
い
と
考
え
ま
す
。

 

Ｊ
Ｒ
湖
西
線
新
旭
駅
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
の
実
現
の
可
能

性
は
。

 

既
に
Ｊ
Ｒ
西
日
本
と
も

協
議
し
て
お
り
、
今
後
も
県

や
関
係
機
関
と
連
携
し
て
協

議
を
重
ね
、
実
現
に
向
け
積

極
的
に
取
り
組
み
た
い
と
考

え
ま
す
。

 

安
曇
川
駅
周
辺
と
道
の

駅
を
結
ぶ
ル
ー
ト
・
ゾ
ー
ン 

の
活
性
化
を
図
る
と
の
こ
と

で
す
が
、
具
体
的
な
中
身

は
。 

早
期
に
検
討
委
員
会
を

立
ち
上
げ
、
具
体
的
な
計
画

を
作
り
再
開
発
に
取
り
組
み

た
い
と
考
え
ま
す
。

政
策
集
と
所
信
表
明
に
つ
い
て

高
島
新
政
ク
ラ
ブ

万木　豊 議員

 

病
院
近
く
の
乙
女
ヶ
池

の
整
備
と
、
萩
の
浜
の
今
後

の
整
備
方
針
は
。

 

乙
女
ヶ
池
周
辺
地
域
に 

つ
い
て
、
国
が
定
め
る
重
要

文
化
的
景
観
の
選
定
が
受
け

ら
れ
る
よ
う
諸
準
備
を
進
め

て
い
ま
す
。
萩
の
浜
に
つ
い

て
は
、
環
境
整
備
を
優
先

し
、
浜
欠
け
な
ど
の
対
応
を

県
土
木
事
務
所
と
検
討
し
て

い
ま
す
。

 

朽
木
地
域
の
観
光
施
策

に
力
を
注
い
で
み
て
は
。

 

朽
木
地
域
の
優
れ
た
自

然
環
境
や
歴
史
・
文
化
な
ど

の
財
産
を
活
か
し
た
ま
ち
づ

く
り
に
つ
な
げ
る
よ
う
な
仕

組
み
を
検
討
し
ま
す
。

 

防
災
の
観
点
か
ら
も
特

に
国
道
１
６
１
号
・
３
０
３

号
・
３
６
７
号
の
整
備
が
急

務
だ
と
思
う
が
ど
う
か
。

 

災
害
に
強
い
道
路
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
に
向

け
、
国
・
県
等
関
係
機

関
に
対
し
積
極
的
に
要

望
し
て
ま
い
り
ま
す
。

 

政
策
実
現
に
は
、

職
員
と
ト
ッ
プ
の
信
頼

関
係
が
大
事
と
述
べ
ら

れ
た
反
面
、
就
任
当
日

の
人
事
異
動
は
、
前
代

未
聞
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
が
ど
う
か
。

 

陽
光
の
里
の
病
床

数
増
加
に
対
し
執
務
体

制
の
整
備
を
急
ぐ
必
要

の
た
め
の
人
事
異
動
で

す
。

北仰地区　農業集落排水処理施設

重要文化的景観選定を目指す乙女ヶ池




